
【減免案内】  
 駐車場の利用にあたり、次の方については減免が受けられます。  
 ○市内在住の６０歳以上の方が個人で利用する場合は、２割に相当する額が減額されます。  
 ○障がい者又は介護保険法に規定された要介護被保険者及びその介護者が個人で使用する場合は、 
      使用料の金額が免除されます。 
 ※減免の措置を受けられる方は、受付に必要な手帳等を提示し駐車サービス券を受けてください。 
  なお、必要な手帳とは次のとおりです。 
 ・６０歳以上の方については、年齢を証明できるもの。   
 ・障がい者の方及び要介護被保険者の方については、障害者手帳又は障害者手帳アプリ等。  

〇駐車券はありません。 

〇出庫ゲートでのご精算となります。 

 最初の２時間無料 

２時間以上 

３時間まで ３００円 
以降 

３０分   １００円 

最大料金  駐車後24時間 ５００円 

障がい者手帳等をお持ちの方：無料 

利用料金について 


